排出量取引をめぐる諸問題について　　　　       2009.9.25　　　鈴木　野口　新井　上原　高橋(和)
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第１章　排出量取引と京都メカニズム

１節　排出量取引のしくみと意義
　排出量取引とは
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排出量取引のしくみ
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排出量取引の意義
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２節　京都メカニズムの意義と問題点






第２章　各国の排出量取引

１節　ＥＵ－ＥＴＳ
◎ＥＴＳ全体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　








第2章2節　米国の排出量取引制度


· アメリカ環境保護庁（EPA）による硫黄酸化物の排出量取引の概要

1990年の大気浄化法の改正により創設した、アメリカ全土を対象とする排出量取引制度。

酸性雨の原因となっていた、二酸化硫黄（SO2）の発電所からの排出を削減することが目的。

1993年3月から実施。


【対象排出源】

→化石燃料を用いる発電部門のみの「下流型」

【削減目標】

2000 年までに、1000 万トン／年の排出削減（1980 年のSO2排出量を基準にして、約40％の削減）

第１期：対象排出源の総排出量を約350 万トン／年に制限。

第２期：拡大された対象排出源の総排出量を895 万トン／年に制限。

【排出枠の配分方法】

・グランドファザリング方式

基準割当量は、過去５年間に投入された燃料の年平均熱量から算出

（オークション方式も併用）

· 成果

・政府以外にも、ブローカー・NPO・学者・業界団体などさまざまな対象から成功しているとの評価。
・プログラムの第１期には、対象排出源が、削減目標を100％の達成。

・硫黄酸化物の排出量の減少

1980年の17.3百万トンから2002年には10.2百万トンにまで減少した。 

・高い排出削減効果

排出対象源の、2010年の予測排出削減コストが約８割削減。（アメリカ消費者庁（EPA）より）

1990 年の法改正以前の段階での予測によると、プログラムが完了する2010 年までに、年間40 億ドルから80 億ドルの費用がかかるといわれていた。
最近の予測では、年間10 億ドルの費用しかかからないと修正されている。

第３章　日本の排出量取引の現状と今後の制度設計
１節　日本の排出量取引の現状と問題点
日本では現在、①自主行動計画を基準にした排出量取引、②国内CDM、③自主参加型国内排出量取引制度(C&T)、京都クレジットの４制度が混在している。
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③自主参加型国内排出量取引制度


２節　日本の排出量取引制度のあり方（我々の考え方）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　したがって、






３節　制度導入後の市場整備と金融機関の役割
２節でも述べたように、制度をより利用しやすくすることが、企業の参加と制度の安定化には必要である。

排出量取引の意義を活かすためには、排出枠に価格を付与することが重要（１章）

したがって、価格発見機能が排出量取引市場において、適切に働かなければならない。











































































































































































































































































章構成
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　１節　日本の現状と問題点


　２節　日本の排出量取引制度のあり方


　３節　制度導入後の市場整備と金融の役割


４章　日本における排出量取引普及のために





終章





今回取り上げる範囲


すべて





効果の確実性


　達成したい目標を最初に定め、その分の排出枠だけを発行するので、制度が正常に機能する限り目標が達成されるのは確実である。この点は他の制度と比較した場合に優れているといえる。例えば、政府が補助金を出したり税金をかけたりするとき、どれくらい出せば（かければ）目標とする効果が得られるのかがわからない。その点、排出量取引は最初に出す排出枠の量で効果を決定することができる。


社会全体でのコストの低減


　価格を付与することによって、温室効果ガス排出削減において、費用対効果の高い削減対策が促進され、社会全体での費用低減につながる。


温室効果ガス削減対策の選択肢に柔軟性を持たせる


　省エネ投資だけではない削減対策によって、目標達成方法の選択肢が増え、柔軟性が増す。








CDMの利点


・環境政策に市場メカニズムが適用された


・国際制度であり、国連が主導している


・途上国の政府が関わる制度となっている











我々の主張する、近い将来のC&T導入を前提にするならば、現在の自主行動計画は移行措置として必要であると考える。


その理由は・・・





したがって、C&Tを導入した際に、産業への負担を軽減するための政策を実施する必要がある。


具体的には








　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　などの方策がある。





LULUCF


(吸収源活動)





JI


(共同実施)





CDM


(ｸﾘｰﾝ開発


ﾒｶﾆｽﾞﾑ)





IET


(国際排出量取引)








京都メカニズム


























Ex)　滋賀銀行のカーボン・オフセット定期預金


集めた資金(約60億円)で融資を行い、そこで得られた利益のうち預金額の一部(1%=600万円)で排出枠(CER)を購入し政府に無償譲渡を行う定期預金。





買い手が金融機関に資金を信託し、信託受益権を得る


金融機関が売り手から排出枠を購入する


買い手へ排出枠を交付、又は政府償却口座へ移転する





信託を活用した排出枠の売買


小口の排出枠購入を希望する企業に購入の受託を行う


�　


(出所：三井住友銀行)


　　CSRやカーボン・オフセット商品の観点から排出枠獲得を望む企業への購入を支援できる。



































削減活動への投融資


CDMプロジェクトへの投融資を行う


　　　削減活動・取引を支援することで温暖化対策に貢献できる














排出量取引のアドバイザリー


企業間の排出枠売買の交渉やCDMプロジェクトの手続き、排出枠移転手続きについて助言を行う


　　　複雑な取引や手続きという障壁を除き、より排出量取引への参加を容易に








排出量取引のマッチング及び信用補完


排出枠の買い手(又は売り手)に売り手(又は買い手)の紹介や排出枠を購入又は売却する際の資金決済時の信用補完














排出量取引と金融機関の役割


排出量ビジネスにおける金融機関の新たなるビジネスサービス





























　　　　　　　流動性の高い市場構築のために・・・








市場整備





EU－ETSの市場動向


①原油価格等の上昇に伴い、投機的な需要が増大（05年物）


②EU-ETS排出枠割当に余剰が生ずることが明らかになり、急落（06年物）


③第1フェーズの排出量余剰を第2フェーズに持ち越しできず、投売り（07年物）


④第2フェーズは、制度の安定と情報の共有化が進み、市場を安定化





�





2008年の炭素市場規模は860億ユーロに達し、2007年の2倍となった。このうち最も大きな市場であるのはEU-ETSの下での現物/デリバティブ取引であり、630億ユーロを占めた。次に大きな市場であるのはセカンダリーCER市場で、取引金額は180億ユーロを上回り、2007年と比較して取引量、取引金額ともに5倍の成長となった。





�


�



































EU-ETSの排出取引総量と取引額





【その他の問題点】


・罰則規定がない


・





企業が利益を得られる制度を構築することが、排出量取引制度を機能させるために、必要不可欠であると考える。


また、制度を利用しやすくすることで、企業の参加を促し、制度の安定化を図ることができる。





　　　CO2の削減


　　　　　　　国にとって


　排出量取引制度











　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さらなる制度利用


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　








　　　制度利用　によって　　　　企業が何かしらの利益を得る


　　　　　　　　　　　　　　　　　　・CSR


　　　　　　　　　　　　　　　　　　・排出枠売買での利益　など





参加企業は補助金と排出枠(AAU)を配布し、補助金で導入した省エネ設備によって排出枠内に排出量を抑えるよう削減活動を行う。


削減目標を達成できない場合は、他の参加企業から排出枠を購入するか、補助金を返還する。





②国内CDM


� INCLUDEPICTURE "http://eco.nikkeibp.co.jp/article/special/20090311/101065/080715_06.jpg" \* MERGEFORMATINET ���





自主行動計画はキャップではなく、経団連に加盟している業界が温暖化対策の目標を自主的に設定し、それに向けてCO2削減活動を行うもの





目標設定：原単位と排出量の混在





自主行動計画における目標設定例


�


1990 年度比。日本チェーンドラッグストア協会は2004 年度比、日本アルミニウム協会と日本伸銅協会は1995 年度比


　





・CO2削減対策技術導入に補助金を出す


・産業特性を加味した上での排出枠の割り当て


・CO2排出量を削減するための技術開発への投資


・過去の削減実績に応じたクレジットor排出枠の配布





・原単位の方が導入しやすい企業もある


・過去に削減努力をしてきた企業は削減によりコストがかかる





しかし！





排出量取引制度は、総量規制を軸としたC&Tであるべき





排出量取引制度のあり方














なぜなら、総量規制でないと　　・国全体の排出総量を管理できない。


　　　　　　　　　　　　　　　・原単位は排出量が生産量増減に依存するため、政策上の効果が期待できない。


　　　　　　　　　　　　　　　・原単位の設定の場合、EU－ETSなどとのクレジットリンクがしづらい。


　　　　　　　　　という問題点がある。





・EEX(European Energy Exchange)－ドイツ


・ECX(European Climate Exchange)－イギリス


・CSX(Climate Spot Exchange)








主要取引所





※市場から買ってくる排出枠→EUA、CER、ERUも可能


※上限を超えた排出をしてしまった企業→40ユーロ/1t罰金。(第一フェーズ)


　　　　　　　　　　　　　　　 →100ユーロ/1t罰金。(第二フェーズ)








�





2005年1月から施行されたEU加盟国内での排出量取引制度


方式：キャップアンドトレード方式


対象：EUに加盟する25カ国にある発電所・石油精製・石油


製鉄などのエネルギー部門と産業部門の12,000以上


の施設


排出枠：EUA(EU Allowance)





ＢＬ＆Ｃ





温室効果ガスの排出削減プロジェクトなどを実施し、プロジェクトがなかった場合に排出されたと推定される温室効果ガス排出量との差分をクレジットとして認定し、このクレジットを取引する制度。


Ｃ＆Ｔの補完的役割を担う





Ｃ＆Ｔ





CO₂排出量の上限を設定し、その上限より実際の排出量が多いか少ないかで排出枠を決定し、売買する仕組みである。上限より実際排出量が多ければ排出枠を購入しなければならない義務が課せられる。逆に実際排出量が少なければ売却することができる。





排出量取引





CDMの問題点


・総量規制ができない


・追加性証明の困難


・プロジェクトの偏在


・2013年以降への制度引き継ぎ





約束期間中の総排出量≦AAU+CER＋ERU＋RMUとなれば、目標達成！





各企業・国が排出できる温室効果ガスの量を排出枠という形で定め、排出枠を超えて排出をしてしまったところが、排出枠より実際の排出量が少ないところから余剰の排出枠を買ってくることでの目標達成を可能にしたもの





主体別の目的


国・・・国民のため、即ち日本国民の将来のために地球環境を守る


　　　　第１目的はCO2削減であるが、企業への配慮も必要とする。


企業・・・金銭的利益を得ることを第１目的に行動する。


　　　　　その目的に沿う範囲でCSRを行い、排出量取引がその一環となる場合もある。





EUA価格低下によるCERプライマリー市場の圧迫


2008年7月まで９～１１ユーロあったEUAとセカンダリーCERとの価格差が縮小し始め、2009年2月には完全になくなった。プライマリーCERとセカンダリーCERの価格差も縮小し、買い手はプライマリーCER市場から離れた。











第１期：


石炭を使用する263 個の発電施設


その後、182の施設が参加し、最終的には


445 個となる。


第２期：


25MW 以上の電力生産能力を持つ発電施設が


加えられ、2000 個以上が対象となった。





世界初の排出総量規制を伴う排出量取引制度である、硫黄酸化物の排出量取引制度の、


現状と成果について考察する。








信頼性・安全性の確保


・原商品の供給と管理の正確性


・参加企業の監督


・リスク管理システムの構築と検証


・情報の透明性の確保


・ボラティリティ対策





参加者の確保


・参加手続きの利便性向上


・税制優遇


・商品の多様化








�目標の設定方法は？





